
重要事項説明書（介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援） 

 

１ 事業所の概要 

事業所名 桜井市地域包括支援センターきぼう 

事業者指定番号 奈良県 第 2900600012号 

 

所在地 

連絡先 

 

〒633-0054 

奈良県桜井市阿部 323番地 

電話番号 0744-46-1023 

FAX番号 0744-46-1024 

管理者 土屋 千南美 

サービス提供地域 桜井市のうち桜井西中学校区 

 

２ 事業所の職員体制等 

職  種 主たる業務 人  員 

管理者 事業所全体の業務管理 １名（兼務） 

主任介護支援専門員 介護予防給付ケアマネジメント 1名以上 

保健師等 対象者の実態調査・把握 １名以上 

社会福祉士 地域高齢者の相談支援・権利擁護業務 1名以上 

 

３ サービス提供時間 

 月曜日から金曜日 午前 8時 30分から午後 5時 15分 

 土曜日、日曜日、休祭日は休みです。（電話対応可） 

（注）年末年始（12/29から１/3）及び済生会創立記念日（5/30）は「休日」の扱いとなります。 

 

4 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の内容 

① 介護予防サービス計画の作成 

② 介護予防サービス事業者との連絡調整 

③ サービス実施状況の把握 

④ 利用者状況の把握 

⑤ 給付管理 

⑥ 要支援認定申請に対する協力、援助 

⑦ 相談業務 

上に掲げた①～⑦の内容は介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の一連業務として介護保

険対象となるものです。①～⑦の業務の一部を、居宅介護支援事業所に委託することができます。 

 

５ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

計画作成担当者が居宅等に訪問する頻度の目安は 3 か月に 1 回以上。ただし、日常生活を支援す



る上で、解決すべき課題の把握、介護予防サービス計画作成後における計画実施状況の把握、介護予

防サービスの評価及び連絡調整等、ご利用者の承諾を得て必要に応じ随時訪問、面接、電話などをい

たします。 

 

６ 利用者負担金 

介護予防支援 介護予防サービス計画作成に関わる費用（月額 4,512円・初回加

算 1回 3,063円・委託連携加算 1回 3,063円）は介護保険から

全額給付されますので、自己負担はありません。但し、介護サー

ビス計画を受けることについて、予め市に届け出ていない場合や、

介護保険料の滞納等の理由で介護保険の給付が行われなかった場

合、利用料として上記金額が自己負担となる場合があります。（そ

の際、料金支払い時に事業者が発行するサービス提供証明書、領

収書を、後日桜井市役所の介護保険担当窓口に提出しますと、差

額の払い戻しを受けることができます。） 

原則的な介護予防ケアマ

ネジメント 

（ケアマネジメント A） 

 

ケアマネジメント作成に係わる費用（月額 4,512円・初回加算 1

回 3,063円・委託連携加算 1回 3,063円）は地域支援事業から

全額支払われますので、自己負担はありません。但し、ケアプラ

ンを受けることについて、予め市に届けていない場合は、利用料

として上記金額が自己負担となる場合があります。（その際、料金

支払い時に事業者が発行するサービス提供証明書、領収書を、後

日桜井市役所の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻

しを受けることができます。） 

初回のみの介護予防ケア

マネジメント 

（ケアマネジメント C） 

ケアマネジメント作成に係わる費用（1回 4,512円・初回加算 1

回 3,063円）は地域支援事業から全額支払われますので、自己負

担はありません。但し、ケアプランを受けることについて、予め

市に届けていない場合は、利用料として上記金額が自己負担とな

る場合があります。（その際、料金支払い時に事業者が発行するサ

ービス提供証明書、領収書を、後日桜井市役所の介護保険担当窓

口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。） 

その他の費用 職員・介護支援専門員がサービス提供地域をこえる地域に訪問・

出張する必要がある場合にはその交通費（実費）の支払が必要と

なる場合があります。 

利用料金の変更 今後、介護報酬または桜井市が定める基準の改定があった場合、

変更された額にあわせてご利用者様の利用料金は変更します。そ

の内容について文書で通知します。 



７ 虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり必要な

措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について担

当職員に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及び

その家族に関する

秘密の保持につい

て 

事業所の担当職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密

については、利用者又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な

理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはあり

ません。また、事業者は、担当職員であった者が、正当な理由がある場合を

除き、利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じ

ます。なお、居宅介護支援事業者に対し介護予防支援及び介護予防ケアマネ

ジメント業務の一部を委託する場合においても同様に秘密の保持を行いま

す。 

（２）個人情報の

保護について 

事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議において、利用者の個人情報を用いることはありません。また、利用者

の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いることはありません。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物について

は、善良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも第三者への漏

洩を防止するものとします。また、居宅介護支援事業者に対し介護予防支援

及び介護予防ケアマネジメント業務の一部を委託する場合においても同様

に個人情報の保護を行います。 

 

９ 事故発生時の対応について 

  当センターご利用者に対して行う介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の提供により、事

故が発生した場合には、速やかにご利用者の家族・市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。 

  また、当センターがご利用者に対して行った介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の提供

により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１０ 相談窓口、苦情対応 

○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。 



【センターの窓口】 

桜井市地域包括支援センター

きぼう  

 

 

所 在 地 奈良県桜井市阿部 323番地 

管理者 土屋 千南美 

電 話 番 号 ０７４４―４6―1023 

FAX 番号 ０７４４―４6―1024 

利 用 時 間 平日 月曜日から金曜日 8：30から 17：15 

【市町村の窓口】 

桜井市役所 高齢福祉課 

所 在 地 奈良県桜井市粟殿４３２-１   

電 話 番 号  ０７４４―４２―９１１１（代表） 

ＦＡＸ番号 ０７４５―４２―２６５６（代表） 

対 応 時 間 平日 月曜日から金曜日 8：３０から 17：１５ 

【公的団体の窓口】 

奈良県国民健康保険団体連合

会 電算介護課 

所 在 地 橿原市大久保町３０２－１ 

電 話 番 号 ０７４４－２９－８３２６ 

フリーダイヤル  ０１２０－２１－６８９９ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７４４－２１－６８２２ 

利 用 時 間 平日月曜日から金曜日 9：00から 17：00  

 

１１ 法人の概要 

法人の名称 社会福祉法人恩賜財団済生会  

代 表 者 名 吉井 尚 

所 在 地 奈良県桜井市阿部 323番地 

 


